
（平成２１年１０月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認奈良地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



奈良国民年金 事案 673 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの期間及び 47 年 10 月から 48 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月から同年３月まで 

② 昭和 47年 10月から 48年３月まで 

私が結婚するまでの間は、同居していた家族が国民年金の加入手続及び

保険料納付を行ってくれていた。家族は納付済みの記録となっているにも

かかわらず、私だけ申立期間①が未納となっている。 

また、結婚後は、私が自分で保険料納付を続けていた。申立期間②が未

納記録となっているのは納得できない。記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、同居していた両親が国民年金の加入手続

を行い、家族の保険料と合わせて申立人の保険料も婦人会の集金で納付して

いたはずであると述べているところ、社会保険事務所が保管している国民年

金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42

年５月 22 日に払い出されていることが確認できる上、申立期間①について、

同居していた家族は、高齢のため国民年金に未加入であった父親を除いて保

険料の未納は無い。 

また、当時、申立人が居住していたＡ町（現在は、Ｂ市）では、申立人に

係る国民年金被保険者名簿を２種類保管しており、うち一つの名簿には、他

人の国民年金手帳記号番号が誤って記載されているなど、記録管理が適切に

行われていなかったことがうかがえる。 

さらに、申立期間①は３か月と短期間であるとともに、前後の期間は納付

済みであることが確認できることから、申立期間①が未納とされているのは

不自然である。 

申立期間②について、申立人は、納付書を使用し、毎回、自分で保険料を

納付していたと述べているところ、Ｃ市が保管している国民年金被保険者名



簿及び社会保険庁のオンライン記録によると、申立人の被保険者種別は、そ

れまで強制加入資格であったものが昭和 48 年５月２日に任意加入資格に変更

されていることから、申立人は、同日に国民年金の転入手続を行ったものと

考えられ、その時点からみると、申立期間②は強制加入期間で、時効にかか

っておらず過年度納付を行うことが可能である。 

また、申立人の夫は、同一企業に継続して勤務しており、社会保険庁のオ

ンライン記録によると、昭和 47 年８月６日に、Ｄ県からＥ府に転居した前後

の期間についても、標準報酬月額は年々増加している傾向にあり、生活は安

定していたものと考えられる。 

さらに、申立期間②は６か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 48

年５月から任意加入被保険者として未納無く保険料納付を続けていることが

確認できることから、申立期間②が未納とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②

の保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

奈良国民年金 事案 674 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年 10 月から 43 年６月までの期間及び

同年 10 月から 45 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 45年３月まで 

両親が、区の徴収員を通じて、私の国民年金の加入手続及び未納保険料

の一括納付をしてくれたという話を母と姉から聞いていたのに、昭和 45 年

４月以降の記録しかないのは納得できない。申立期間の納付記録を回復し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金手帳の発行日欄に記載された昭和 46 年１月 13

日及び社会保険事務所の保管する国民年金手帳記号番号払出簿の払出日欄に

記載された同年３月９日は、いずれも第１回特例納付が実施されていた時期

である上、申立人の国民年金手帳及び社会保険事務所が保管している申立人

に係る国民年金被保険者台帳には、42 年 10 月 13 日に被保険者資格を取得し、

47 年４月 28 日に任意加入被保険者に種別変更するまで、強制加入被保険者

である旨が記載されていることから、申立人は、申立期間の国民年金保険料

を納付することが可能であったものと考えられる。 

また、申立人の姉は、当時、母から、区の徴収員が両親の国民年金保険料

を徴収に来た際に、両親が申立人の国民年金の加入手続を行い、20 歳の誕生

日までさかのぼって未納保険料を一括納付したことを聞いたと話していると

ころ、管轄の社会保険事務局では、「当時、各区役所に専任徴収員がおり、

集金先で資格取得届を預かって区役所へ提出することは考えられ、また、過

年度に未納保険料がある場合は、手書きの過年度納付書を交付し、被保険者

に依頼されれば金融機関で払い込みをした可能性もある。」と回答している

ことから、区の徴収員に、過年度となる申立期間の保険料を一括納付したと



 

  

する納付方法も不自然ではない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の両親は、国

民年金制度開始時から 60 歳到達時まで保険料を完納している上、母は 70 か

月にわたり付加保険料も納付するなど、国民年金保険料の納付意識が高いこ

とがうかがえる。 

加えて、申立人の二人の姉は、申立期間当時、すでに婚姻し独立して生活

していたものの、自分の国民年金保険料は両親が負担してくれていたと話し

ており、そのような両親が、申立人に対しても、結婚話を契機に申立人の国

民年金保険料の未納を解消しようとしたことに不自然さはみられないことを

踏まえると、申立人は、申立期間の国民年金保険料相当額を納付していたも

のと認められる。 

しかしながら、申立人は、昭和 43 年７月から同年９月までは厚生年金保険

の被保険者であり、制度上、国民年金の被保険者となり得る期間ではないこ

とが明らかであるから、この期間の記録の訂正を行うことはできない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人の納付記録については、

申立期間のうち、昭和 42 年 10 月から 43 年６月までの期間及び同年 10 月か

ら 45 年３月までの期間について国民年金保険料の納付があったものと認め

られることから、記録を訂正することが必要である。 

 



 

  

奈良厚生年金 事案 364 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 42 年８月 10 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年８月 10日から 43年１月 10日まで 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、申

立期間に加入記録は無いとの回答を得た。 

昭和 39年 10月にＡ社（現在は、Ｂ社に社名変更）に入社以来、平成 21

年５月に退任するまで、転勤、出向及び転籍はあったが、企業グループか

ら離れた事はない。申立期間当時は、Ａ社Ｃ店から新規開店する同社Ｄ店

の開店準備室要員として異動した。 

申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の被保険者記録及びＢ社から提出された人事台帳並

びに元同僚の証言により、申立期間において、申立人がＡ社に継続して勤務

し、厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

   また、Ａ社Ｃ店から同社本社へ異動し、同社Ｄ店の新規出店業務に携わっ

ていた元上司からは、「昭和 42 年８月ごろにＡ社Ｅ店の空き部屋を利用し

て、Ｄ店の開店準備室を設けた。開店準備室に勤務していた申立人は正社員

であり、退職もしていないのに、厚生年金保険の加入期間が途切れているこ

とはおかしい。」とする旨の証言があり、このことから判断すると、申立人

は昭和 42 年８月中にＡ社Ｄ店（同社Ｅ店にあった同社Ｄ店に係る開店準備

室）に勤務していたことが認められ、申立人のＡ社（地域管内の各支店の社

会保険については、同社本社において一括適用とされていた。）における厚



 

  

生年金保険被保険者資格の取得日は、同社Ｃ店における資格喪失日と同日の

同年８月 10日と認めることができる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年１月の社会保険事務

所の記録から、４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かは不明としており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 365 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立期間②の標準報酬月額を、

平成４年１月から同年６月までは 41 万円、同年７月から５年９月までは 50

万円、同年 10月から６年２月までは 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年 12月１日から４年１月１日まで 

             ② 平成４年１月１日から６年３月 30日まで 

平成元年から３年までの期間については、標準報酬月額が実際に支払わ

れていた給与よりも低い。また、４年から６年２月までの期間については、

給与減額の事実がなかったにもかかわらず、申立期間の標準報酬月額が大

きく減額されている。訂正をお願いしたい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録におい

ては、当初、申立期間の標準報酬月額は、平成４年１月から同年６月までは

41 万円、同年７月から５年９月までは 50 万円、同年 10 月から６年２月まで

は 44 万円と記録されていたところ、６年２月 25 日付けで４年１月 1 日まで

遡及
そきゅう

して４年１月から６年２月までを８万円に訂正されていることが確認で

きる。 

また、同記録において、申立人の報酬が訂正されたのと同じ日付又はその

３日違いの日付で、申立人と同様に標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正が行われている

者が申立人以外に５人確認できる。 

さらに、申立人から提出された雇用保険支給台帳に記載されている離職時

賃金日額により、申立人は、少なくとも申立期間②の一部である平成６年３

月 29 日の離職日前６か月の期間において、遡及
そきゅう

訂正前の標準報酬月額に相

当する給与の支給を受けていたことが確認できる。 

加えて、社会保険事務所が保管する滞納処分票により、申立人が勤務して



 

  

いたＡ社は申立期間当時、多額の社会保険料を滞納し、同社の代表者が再三

社会保険事務所の担当者と、納入方法や納入時期について相談をしていたこ

とが確認できる。 

また、申立人は同社の役員ではなく、標準報酬月額の変更についての説明

も無かったとしており、申立人が上記の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正の届出につ

いて関与していた又は標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正について事前に同意していた

とは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、事業主が厚生年金保険被保険者報酬月額算

定基礎届及び被保険者報酬月額変更届を２年分もさかのぼって提出すること

は通常考え難く、社会保険事務所が行った標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理につ

いては、当時の保険料滞納額を減額するために行われたものと認められ、こ

れは事実と異なる処理であることが明らかであり、合理的な理由は無いこと

から、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人

の申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た、４年１月から同年６月までは 41 万円、同年７月から５年９月までは 50

万円、同年 10月から６年２月までは 44万円に訂正することが必要である。 

申立期間①については、申立人は、標準報酬月額が低すぎると主張してい

るが、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主に

照会を行っても回答が得られなかったことから、申立人に係る申立期間の給

与支給額及び厚生年金保険料の控除額等を確認することができない。 

また、申立期間①当時の同社の総務、給与担当者は、「社会保険事務所へ

届け出る標準報酬月額は社長の指示により決定していた。給与から控除する

厚生年金保険料は、社会保険事務所へ届け出た標準報酬月額に基づいて算出

していた。」としており、申立期間①当時の同僚に照会しても、社会保険事

務所の標準報酬月額の記録が実際の給与よりも低く届け出られている状況は

確認できなかった。 

このほか、申立人がその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立期間①について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 366 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 36 年５月１日に、資格喪失日に係る記録を 39 年４月１日とし、36

年５月から 37 年５月までの標準報酬月額を１万円、同年６月から 38 年２月

までの標準報酬月額を１万 2,000円、同年３月から 39年３月までの標準報酬

月額を１万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年５月１日から 39年４月１日まで 

昭和 36年５月 1日から 39年３月 31日までＡ社に勤務していた。雇用保

険には加入していたし、他の従業員は厚生年金保険に加入しており、会社から

は、「厚生年金保険にきっちり加入させていたはずである。」という回答をも

らっている。記録が無いことはありえない。記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の事業主や申立人の同僚の証言から、申立人が申

立期間においてＡ社に在職し、同社で正社員として勤務していたことが認め

られる。 

また、申立期間に、申立人と同様に同社で勤務していた同僚４人及び申立

期間より前に申立人と同様の業務をしていた従業員については、同社に係る

厚生年金保険の被保険者としての記録が確認できる。 

さらに、同社の事業主は、「雇用保険の加入記録があり、他の従業員は厚生

年金保険に加入していることから、申立人についても、厚生年金保険に加入させ

ていたものと思われる。」と回答しており、事実、申立人の前任者は、同社に

おいて厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



 

  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間に係る失業保険離職

証明書及び申立人と同年齢の同僚の記録から、昭和 36 年５月から 37 年５月

までは１万円、同年６月から 38 年２月までは１万 2,000 円、同年３月から

39年３月までを１万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、申立期間のＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票

の健康保険整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険

事務所の記録が失われたとは考えられない。また、仮に、事業主から申立人

に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者報酬月

額算定基礎届及び被保険者資格喪失届も提出されていると思われるところ、

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難

いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の取得及び喪失等に係る届出

は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 36 年

５月から 39 年３月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



奈良国民年金 事案 675 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年６月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 47年３月まで 

    私は、高校を卒業し兄が経営していた事業所に勤務していた時に、兄か

ら私の国民年金の加入手続をしたと聞いた。国民年金保険料も給与から控

除されていたと思う。 

    申立期間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年９月 18 日に払い出されたこ

とが社会保険事務所で保管している国民年金手帳記号番号払出簿により確認

でき、その時点において、申立期間の一部の保険料は時効により納付するこ

とができない上、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は、申立人の兄が申立人の国民年金保険料の納付を行ってい

たと主張しているが、申立人の兄に聴取しても、申立期間に係る国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる具体的な供述が得られない上、申立

人の兄は、元妻の証言として、「申立期間当時、私たち夫婦と義弟（申立

人）は違う町に住所地があったので、私たち夫婦が居住していた町の集金人

に義弟の国民年金保険料は納付していなかった。」との供述をしている。 

さらに、申立期間当時、申立人と住所地が同じであった申立人の母親は、

既に他界しており、申立人の納付状況についての証言を得ることができない

上、申立人は国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、具体的な納付状

況は不明である。 

このほか、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 676 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年 12 月から 45 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 12月から 45年 11月まで 

    妻の年金の加入期間を調べたところ、昭和 50年 12月 17 日に過去の未納

分の保険料を一括で納めているが、41 年 12 月から 45 年 11 月までは国民

年金は未加入期間であり納付記録が無いとのことであった。申立期間の後

半は別居中の期間でＡ市に住民票を移して住んでおり、国民健康保険料と

一緒に市役所の窓口で納付していたはずである。Ａ市での加入状況も含め

て調査してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の夫が、申立人の加入記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の夫は、申立人は申立期間の途中からＡ市に住民票を移し、同市に

おいて国民健康保険料と一緒に国民年金保険料を納付していたと主張してい

るが、申立人に係る国民年金手帳記号番号払出簿の記録及び社会保険事務所

の被保険者台帳に記載されている住所地から、申立人が申立期間においてＢ

市及びＣ市に居住していたことは確認できるものの、Ａ市へ住所地を変更し

た形跡はみられない上、Ａ市において申立人の国民年金手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人に対し、Ｄ区とＢ市において国民年金手帳記号番号が払い出

されたことは確認できるが、それぞれの番号に係る社会保険事務所の国民年

金被保険者台帳等の記録を確認しても、申立期間について国民年金の加入手

続が行われたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が住民票を移してＡ市の窓口で国民年金保険料を納付した

とする申立人の夫の主張についても、申立人の夫は、当時、申立人と別居し

ており、加入手続の状況や保険料の納付状況は不明であるとともに、申立人



 

  

は既に亡くなっているため当該状況について確認することができない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

係資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 677 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

昭和 36 年４月から、地域の婦人会で国民年金の保険料徴収が始まったの

で、すでに婦人会に籍を置いていた私も徴収業務にたずさわっていた。 

保険料を納付しない者は、徴収にかかわれなかったのに、自分が未納と

されていることに納得できない。申立期間の納付記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金制度開始とともに、昭和 36 年４月から保険料を納付し

始めたと主張しているが、当時、申立人は、夫が厚生年金保険の被保険者で

あったことから、国民年金の任意加入資格者であるところ、社会保険事務所

が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の住所地の村では、

昭和 36 年２月から同年６月にかけて国民年金手帳記号番号が付番された被保

険者の中に、任意加入被保険者は皆無であることから、国民年金制度開始当

初、同村では、強制加入資格者に対して加入勧奨が行われていたことがうか

がえる。 

また、申立人に対する国民年金手帳記号番号の払出しが最初に確認できる

のは、昭和 40 年７月 23 日であり、同日に申立人の夫にも連番で手帳記号番

号が払い出されていること及び社会保険庁のオンライン記録で検索しても、

同日より前に申立人の名前で別の手帳記号番号が払い出された形跡はみられ

ないことから、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、40 年７月ごろ

であると考えるのが合理的であり、この時点では、申立期間のうち、36 年４

月から 38 年３月までは、時効により制度上保険料を納付できない期間である。 

さらに、社会保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳及び村役場が保

管する国民年金被保険者名簿によると、申立人及びその夫は、同じ日に連番

で国民年金手帳記号番号が払い出されているにもかかわらず、二人の保険料



 

  

納付の状況をみると、申立人は昭和 40 年４月から開始しているのに対し、申

立人の夫は同年５月から開始し、二人の納付開始月が区々となっている上、

３年生まれの申立人の夫については、同年５月から保険料納付を開始するこ

とにより、60 歳到達時の前月までの納付月数が、当該年生まれの者の老齢基

礎年金の受給資格期間である 276 月になっていることからみて、申立人とそ

の夫は、ともに申立期間の保険料が未納であることを認識し、この時から国

民年金保険料の納付を開始したものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 678 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年９月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年９月から 49年３月まで 

    私は、昭和 51 年ごろ、母親から国民年金手帳を渡され「20 歳までさか

のぼって納付してある」と言われた。また、母親から両親の国民年金保険

料をまとめて全て納付した後、間違いなく私の保険料も 20 歳までさかの

ぼって納付したと聞いている。両親の国民年金保険料は納付された記録が

あるのに、私の国民年金保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が自分たち夫婦の国民年金保険料をまとめて全て

納付した後、申立人の保険料も 20 歳までさかのぼって納付してくれたと主張

しているが、申立人自身は申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与して

いないため、保険料の納付状況等が不明確である。 

   また、申立期間後の申立人の国民年金保険料は、申立人及びその母親が所

持する領収証書等の日付から、昭和 50 年１月以降に申立人の母親と同日に納

付されていることが確認できるが、申立期間については、申立人の母親が 50

年２月及び同年 12 月に納付した母親の領収証書は確認できるものの、申立人

の領収証書は確認できない。 

   さらに、申立人及びその両親の国民年金手帳記号番号は、いずれも昭和 50

年２月 12 日に払い出されており、この時点において、申立人の両親の国民年

金については、保険料をさかのぼって納付しなければ、両親それぞれの国民

年金の受給資格期間を満たすことができないが、申立人はその時期にさかの

ぼって保険料を納付しなくても、受給資格期間を満たすことが可能であった

と考えられる上、申立人の母親が申立人に続いて保険料をさかのぼって納付

したとする申立人の妹の国民年金の記録も、申立期間は未納となっている。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

奈良厚生年金 事案 367 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年８月５日から６年６月ごろまで 

平成５年８月５日から６年６月ごろまで、Ａ社Ｂ店においてパート勤務

をし、販売業務をしていた。 

私自身の生活事情により、社会保険に加入できることを条件に職を探し

ており、Ａ社においても、採用面接の際にそれを了解の上で採用していた

だいた記憶がある。 

厚生年金保険の記録が無いのは納得がいかないので，調査を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人より提出されたＡ社の採用証明書及び当時の勤務状況が記載された

手帳から判断して、申立人が申立期間のころに同社に在籍していたことは推

認できる。 

しかし、当時の事業主及びＢ店の店長は、申立人は同社においてパート従

業員として勤務しており、当時同社ではパート従業員は社会保険に加入して

いなかった旨の供述をしている上、申立人より名前のあがった申立人と同様

の勤務形態であった同僚二人の同社における厚生年金保険の記録も確認でき

ない。 

また、社会保険庁の同社に係るオンライン記録では、申立期間において申

立人の氏名を確認することはできない上、健康保険の整理番号に欠番は無く、

申立期間に申立人に対し健康保険被保険者証が発行された形跡は見られない。 

さらに、申立人から提出された同社が作成した申立人に係る平成５年分給

与所得の源泉徴収票から、平成５年分の社会保険料等の金額として 113,422

円が給与より控除されていたことが確認できる。しかし、摘要の欄には、前

職総支給額及び社会保険料の記載があり、これについての記載方法は適切で

ある上、前職については、申立人の厚生年金保険被保険者記録から、申立期

間の前に勤務していたＣ社におけるそれぞれの金額であることが推認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給料から



 

  

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立人

に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年５月１日から４年３月 31日まで 

社会保険事務所の訪問調査により、Ａ社において、平成２年５月１日か

ら４年３月 31 日に資格喪失するまでの標準報酬月額がさかのぼって引き

下げられていることが判明した。同社は破産により廃業したが、社会保険

料を滞納してはいなかったので、引き下げる届出をした事実は無い。当時

は毎月 70 から 80 万円の報酬を受けていたことから、申立期間の標準報酬

月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人が代表取締役を務めていたＡ社

における申立人の標準報酬月額は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった平成４年３月 31 日の約２か月後の同年５月 29 日に、２年５月１日に

さかのぼって訂正され、53 万円から 20 万円に減額訂正されていることが確

認できる。 

このことについて、申立人は、申立期間に係る標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正に

ついて、社会保険料の滞納はなかったので訂正する届を提出した覚えは無い

と申し立てている。しかし、社会保険事務所で保管している不納欠損整理簿

には、平成３年度における社会保険料の約 73 万円が欠損として記録されてい

ることから、同社は社会保険料を滞納していたことが推認できる上、申立人

の妻は「当社の業績はそれまで好調だったが、平成４年１月になって悪化し

た。」と述べている。 

また、同社が平成４年９月 11 日に破産宣告を受けた当時の破産管財人及び

顧問税理士はともに遡及訂正には関与していないと証言している上、当該事

業所において標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正が行われたのは、代表取締役である申

立人だけであることから、申立人は、滞納保険料額を減額するために、自身



 

  

に係る標準報酬月額をさかのぼって訂正する届出を行ったものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として

自らの標準報酬月額に係る記録訂正に同意しながら当該標準報酬月額の訂正

処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立

期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めること

はできない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 369 

   

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 12月 10日から 38年８月 20日まで 

② 昭和 39年１月 26日から 40年１月 26日まで 

③ 昭和 40年５月 27日から 43年 12月 19日まで 

 社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手

当金を受給したことになっているのが分かった。 

 申立期間①の前に勤めた事業所の脱退手当金を受給した記憶はあるが、

申立期間の脱退手当金を受け取った記憶は無く、脱退手当金の手続をして

いない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ社に係る被保険者名簿には、申立人に対し脱退手

当金が支給されていることを意味する「脱」表示が記されている。 

また、脱退手当金は、上記Ａ社に係る申立期間②、③及びこれより前に勤

務していた申立期間①（Ｂ社での勤務期間）を含む３つの厚生年金保険被保

険者期間を基礎として支給されており、支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間③に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 44 年

４月４日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

さらに、申立人は、申立期間③の後に勤務した事業所へ入社する際に、年

金手帳２冊を当該事業所に渡したと述べているが、当時は年金手帳でなく、

厚生年金保険被保険者証であった上、当該事業所に係る被保険者名簿には、

申立人に対して新たに厚生年金保険被保険者記号番号が払い出されたことが

確認できることから、申立人の主張と矛盾する。 

加えて、申立人は、申立期間①に係る事業所において新たに厚生年金保険

被保険者記号番号が払い出されていることについて、申立期間①の前に勤務

していた事業所の厚生年金保険被保険者期間に係る脱退手当金を受給したた

め、当該記号番号が無効になったと思ったと述べている。このことから、申



 

  

立期間③の後に勤務した事業所において、申立人に対して新たに厚生年金保

険被保険者記号番号が払い出されていることから、申立人は前回と同様に、

申立期間①、②及び③に係る脱退手当金を受領したことにより、これらの期

間の厚生年金保険被保険者記号番号が無効になったものと認識していたこと

がうかがわれる。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月から 10年１月まで 

平成９年４月にＡ社に入社し、輸入果物を扱う商事部でトロピカルフル

ーツの担当となった。在職中、会社からもらった健康保険証を使い、腰痛

で入院した記憶があるので、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

て欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社より提出された源泉徴収簿、給与判取帳及び退職届から、申立人が申

立期間当時、当該事業所に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、平成９年及び 10 年分の源泉徴収簿では、申立期間に係る

厚生年金保険料の控除を確認することはできない。 

また、Ａ社に照会したところ、「申立人は臨時雇用者であり、申立期間当

時、臨時雇用の中途採用者の社会保険加入については、一定の年齢制限を設

けていたことから、申立人は厚生年金保険には加入しておらず、厚生年金保

険料も控除していない。」との回答があった。 

さらに、給与判取帳のパート・アルバイト部門に申立人と一緒に記載され

ている従業員について厚生年金保険の加入状況をみると、Ａ社での厚生年金

保険の被保険者としての記録を確認することはできない。 

加えて、申立期間は国民健康保険の被保険者となっている上、申立期間に

係る雇用保険の加入記録も確認できない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


